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内部統制システム構築の基本方針の一部改訂に関するお知らせ 

 

 

 当社は2026年３月 26 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関して2026年

４月１日付で一部改定することを決議いたしましたので、改定後の内容を下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

経営の基本方針 

 当社は1989年10月の創業時に「日本の生活文化のスタンダードを創造することで社会に貢献する」と

いう主旨の「設立の志」を掲げた。当社ではこの創業の志について、本質を変えず常に時代に即した表現

へ改定を行いながら「経営理念」として掲げ続けており、これを全取締役・全従業員の職務執行上の拠り

所としている。 

また、当社は「社会との約束、５つの価値創造」を理念体系の中に包含している。５つの価値とは「お

客様価値」「従業員価値」「取引先様価値」「社会価値」「株主様価値」であり、当社に関わるすべてのステ

ークホルダーの価値を高めていくことを会社の使命としている。 

 内部統制システムは、経営理念実現のために必要な業務体制として構築すると同時に、内部統制システ

ム構築にあたっては、職責や役割に関わらず正しい意見が具申でき、反映されるような風通しのよい企業

風土の醸成が要件であるという認識のもと、全取締役、全従業員が常に向上心を持って職務執行に当たる

こととする。 

 

1．コンプライアンス体制 

① 当社は経営理念の実現のために私たちがどのようなこころがけで、どのような行動をしていくべきか

を表した「ユナイテッドアローズグループ行動規範」を定めている。 

この「ユナイテッドアローズグループ行動規範」の下、コンプライアンス体制を整備し、業務の健全性を

確保することによって当社グループの社会的信頼を確保し、以って経営理念の実現に資するための具体

的な手続きとして「リスク・コンプライアンス管理規程」を定める。また、社会の変化、事業活動の変

化等に応じて、当社グループへの社会的信頼を確保するための各種の取組みを推進し、経営理念の実現

を企図する。 

② コンプライアンスを全社的かつ実効的に推進すべく「リスク・コンプライアンス管理委員会」を設置

し、コンプライアンスに関する方針、活動計画及び教育計画の検討・承認、並びにコンプライアンス上

の課題の検討等を行う。 

③ コンプライアンス上疑義のある行為が発生・発覚した場合には、取締役、執行役員及び従業員が「内

部通報規程」に則り、外部機関に匿名で通報できる「内部通報制度」を設け、どんなに小さな不正や不

祥事をも見逃さない企業風土を醸成することとする。また、会社は通報内容を秘匿扱いとし、通報者に



対して不利な扱いを行わないこととする。 

④ 職務執行にあたっては、「業務分掌規程」や「職務権限規程」により各部署、職責ごとの職務範囲や決

裁権限を明確にし、適正な牽制、報告が機能する体制とする。 

⑤ 社長直轄の「内部監査室」が定期的に各店舗・各部署の内部監査を実施し、法令、定款への適合状況

及び社内規程に基づく職務執行状況について確認を行うこととする。 

  

2．情報の保存及び管理体制 

① 「文書管理規程」において、取締役会の議事録を本社にて永年適切に保管しておくことを定める。ま

た、同規程において、当社における経営上重要、秘匿性の高い情報を種別化し、情報種別に応じた保存

期間を定め、管理し、取締役の職務の執行に必要と判断される文書が適宜閲覧可能な体制をとる。 

② システム内に保存されている情報についても、情報システムに関する社内ルール、ガイドラインに基

づいて閲覧権限を設定し、経営上の重要情報の保存、管理を徹底することにより、不正アクセスや情報

の漏えいを防止する。 

  

3．リスクマネジメント体制 

① リスクマネジメント体制を整備し、リスクの発生の防止またはリスクが発生した場合の損失の最小化

を図ることによって、経営理念の実現に資することを目的として「リスク・コンプライアンス管理規

程」を定める。役職員は、リスクマネジメントを自律的に実践すべく、その業務の執行に際して、経営

理念の実現を阻害するリスクの把握と対処に努める。 

② リスクマネジメントを全社的かつ実効的に推進すべく「リスク・コンプライアンス管理委員会」を設

置し、リスクマネジメントに関する方針、活動計画及び教育計画の検討・承認、事業環境の変化を踏ま

えた重要リスクの評価・選定及びその対応策の検討・承認、並びにリスクマネジメント上の課題の検討

等を行う。 

③ 危機発生時には「対策本部」を立ち上げ、情報を集中管理のうえ対応を行うこととする。 

④ 当社を取り巻く環境変化に伴い、各部門において常にリスク要因の見直しを行うとともに、規程や各

種マニュアル整備を継続し、リスクの未然防止と危機発生時の適切な対応の両面からの体制整備を行う

こととする。 

 

4．効率的な職務執行体制 

① 取締役としての職務執行上の意思決定は、法令及び「取締役会規則」、「職務権限規程」等に則り行わ

れることとする。 

② 定時取締役会は原則月１回開催することとし、決議事項の審議と業務の執行状況や業績について報告

を受けることとする。また、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、取締役間で随時打ち合わ

せを行うこととする。また、原則毎週開催される「経営会議」にて社内取締役が重要事項の討議や決議

を行う体制を確立し、十分な議論の場の確保と経営スピードの向上の両立を図る。 

③ 執行役員制度を導入することにより、業務の迅速な執行を図るとともに、取締役会における意思決定

と監督機能を強化している。 

  

5．グループマネジメント体制 

① 子会社については、各社の自主的な運営を重んじつつ「関係会社管理規程」に基づいて子会社管理の

基本方針や体制を定め、この規程に沿って、業務上の重要事項についての必要な決裁や報告制度等の管

理体制を整備する。また、状況に応じて当社より子会社へ取締役及び監査役を派遣することで、業務の

適正化を図るとともに、各子会社における取締役会での報告等を通じて営業面の現況を把握する体制を

整備することで業務の効率化を図るものとする。 

② 当社では、子会社の管理面（規程や職務権限等）や、コンプライアンス、リスクマネジメントの体制

整備については、各関係部門が連携して必要に応じて指導、支援を行うと同時に、内部通報制度等の仕

組みを子会社へも展開することで、当社グループとしての内部統制システムの整備を図るものとする。 

③ 当社の「内部監査室」が子会社に対しても内部監査を実施することにより、法令、定款への適合状況

や社内規程に基づく職務執行状況について確認を行うこととする。 

④ 財務報告に係る内部統制は、子会社も含めた必要な体制構築を継続的に行うことで、財務報告の信頼



性、ひいては社会的信頼性を確保、向上し続けるものとする。 

  

6．監査等委員会の監査体制 

① 監査等委員会の職務を補助すべき兼任の使用人を置いており、この使用人の取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）からの独立性を確保するためにその任命、異動、評価、懲戒等については監査等委員

会と協議の上決定することとする。 

② 上記使用人への監査等委員会の指示の実効性を確保するために、その使用人への必要な調査権限の付

与や各部署の協力体制等を確保することとする。 

③ 当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、当社グループに著しい損害を与える、あるいは与え

るおそれのある重要な事項について当社の監査等委員会又は監査等委員に速やかに報告する。 

④ 内部監査やリスク・コンプライアンス管理委員会等で識別されたリスク等は、当社の監査等委員会へ

定期的に報告される体制とする。 

⑤ 当社の監査等委員会又は監査等委員に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として降格や減

給等の不利な扱いを受けないことを確保する体制とし、その旨を周知徹底する。 

⑥ 当社の監査等委員会又は監査等委員は、当社グループの取締役会等の重要な意思決定の過程及び業務

の執行状況を把握するため、各社の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、必要に応じて各社

の取締役、執行役員及び従業員に説明を求めたり、必要な書類の閲覧を行ったりすることができる。 

⑦ 当社の監査等委員会は、会計監査人、弁護士その他の外部アドバイザーを適宜活用できる。 

⑧ 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用の償還、負担した債務の

弁済を請求したときには、その費用等が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じ

る。 

 

 

以 上 


